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反社会的勢力データベース照会システムの利用方法

①ハトサポログイン画面で、ハトサポＩＤとパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

② 「反社会的勢力の照会」をクリックします。

宅建協会会員は、会員業務支援サイト「ハトサポ」から、反社会的勢力データベースの照会を行うことがで
きます。なお、2023年10月18日以降、既存の「反社会的勢力データベース照会システム」の利用方法が
変更されています。
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変更後（2023年10月18日から）変更前（2023年10月17日まで）

会員業務支援サイト「ハトサポ」内に設置され
た「反社会的勢力の照会」リンクから照会。

宅建協会ホームページ内に設置された「反社
会的勢力データベース照会システム」へのリ
ンクから照会。

照会方法

Web画面上で照会結果を表示。
照会結果はPDFでも出力可能。

会員にメールで直接照会結果を通知。
照会結果の
通知方法
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③反社会的勢力の照会画面が表示されたら、「上記確認事項を確認しました」にチェックをつけて、

「照会申請フォームへ」をクリックします。

④ 「照会申請者の情報」と「照会者の情報」の入力欄が表示されます。入力後、「照会実行」をクリックします。

1
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「照会者情報記入欄」は最大10件まで追加可能

反社会的勢力データベース照会システムの利用方法

照会申請者情報

照会者情報



⑤照会結果がWeb画面上に表示されます。

また、「照会結果（ＰＤＦ）表示」をクリックすると、反社会的勢力データベース照会結果がＰＤＦで表示されま
す。

反社会的勢力データベース照会システムの利用方法
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よくある質問

Ｑ１ 反社DBにはどの様な情報が掲載されていますか？

Ａ１ 都道府県の警察発表による過去5年以内の暴力団員逮捕情報が掲載されています。
氏名・性別・年令・住所（町名まで）・事案名・暴力団の地位です。

Ｑ２ 反社ＤＢの情報はどこから取得しているのですか？

Ａ２ 全国暴力追放運動推進センターから提供されたデータを使用しています。

Ｑ３ データは随時、更新されますか？

Ａ３ 毎月、月初にデータを更新し、直近5年間の情報と照合ができます。

Ｑ４ 利用にあたって注意することはありますか？

Ａ４ 次の点に注意してください。
照会結果は個人情報であるため、取り扱いには注意を要し、照会結果は保管せず廃棄してください。
なお、個人情報保護法の開示請求があった場合でも、個人情報保護法施行令4条4項により、当データは
｢保有個人データ｣にあたらないため、開示義務対象外となり「当該保有個人データは存在しない」と回答
することができます。

個人情報保護法施行令4条4項とは：
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序
の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

Ｑ５ 法人名の検索が可能ですか？

Ａ５ 法人名の検索はできません。個人を照合するサービスです。法人名を入れると｢該当無し」と回答され
ますが、これはデータが存在しないためです。

Ｑ６ 氏名の検索（漢字入力）で気をつけることはありますか？

Ａ６ 本人確認書類と同じ漢字で検索してください。
ただし外字は使用できません。JIS文字を使用します。外字を入力しても、データにないため｢該当無し｣と
返答されます。斎藤／斉藤／齋藤のように複数の漢字使用の可能性がある場合は全部検索するか、ふりが
なだけで検索してください。

Ｑ７ 外国人名の検索時に気をつけることはありますか？

Ａ７ 姓名の順は照会者の書いたそのままで入力してください。アルファベットは｢氏名｣の欄で8文字まで
検索できます。日本語に無い漢字はデータベース上、｢似た漢字｣で入力されています。検索で入力できな
い漢字（外字や日本語に無い漢字）がある場合は漢字を入力せず、フリガナだけで検索をしてください。

Ｑ８ 名前検索は完全一致／部分一致どちらですか？

Ａ８ 完全一致です。

Ｑ９ 賃貸取引／売買取引いずれでも利用できますか？

Ａ９ どちらも利用できます。
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よくある質問

Ｑ10 何件まで同時に検索（照会）可能ですか？

Ａ10 10件まで検索可能です。利用回数の制限はありません。

Ｑ11 全国の情報が掲載されていますか？

Ａ11 全国の情報が掲載されています。

Ｑ12 掲載件数は何件程度ですか？

Ａ12 7,500から8,000件を掲載しています。

Ｑ13 該当すると、どういう書面がダウンロードされますか？

Ａ13 サンプル（PDF)はこちら

Ｑ14 該当ありとなった場合、どうすれば良いでしょうか？

Ａ14 「該当有り」と回答があっても、下記の理由から暴力団員と判断はできません。
・同姓同名の可能性
・過去に反社会的勢力だったものの、現在は更正している可能性
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